
17 � 平成25年３月号
…対象　　…日時　　…期間　　…場所　　…内容　　…講師　　…定員
…参加費など　　…持参する物　　…申込方法　　…共通事項　　…問合先

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

福
祉
・
医
療

月の総合(心配ごと)
相談3

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時
▷社協各支所＝午前10時～正午
※豊田支所の年金相談は午後４時まで
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

日 場所／相談員 問

6 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行

①

7 彦島公民館／◯民

14
長府東公民館／◯民 ・ ◯行

川中公民館／◯民 ・ ◯行

21 安岡公民館／◯民

27 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行 ・ ◯社

28
小月公民館／◯民

勝山公民館／◯民 ・ ◯行

11 きくがわ総合相談センター／◯人 ・ ◯司 ・ ◯行 ②
22 社協豊田支所／◯人※ ・ ◯行 ・ ◯年 ③
19 豊浦総合支所／◯人 ・ ◯行 ④
21 豊北保健福祉センター／◯人 ・ ◯行 ⑤
◯民…民生児童委員　　◯人…人権擁護委員
◯行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
◯司…司法書士　　　　◯社…社会保険労務士
◯年…年金事務所

納
め
ま
し
ょ
う
。
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
早
め
に
窓
口
へ
相
談
を
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の
受
診
を

■対
平
成
２５
年
２
月
２8
日

ま
で
に
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
被
保
険
者
と

な
っ
た
方（
受
診
券
を

送
付
済
み
）　
■期
３
月
３１
日（
日
）ま
で　

■内
▽
健
診
項
目
＝
問
診
、
診
察
、
血
液

検
査（
貧
血
検
査
含
む
）、
尿
検
査　
▽

受
診
機
関
＝
市
内
の
各
医
療
機
関（
受
診

券
と
一
緒
に
一
覧
表
を
送
付
済
み
）　

▽
結
果
＝
①
か
②
の
方
法
で
通
知　
①

受
診
し
た
健
診
機
関
か
ら
郵
送　
②
受

診
し
た
健
診
機
関
で
結
果
を
説
明　
▽

受
診
券
を
紛
失
し
た
場
合
＝
被
保
険
者

証
を
持
参
し
て
、
保
険
年
金
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所

で
受
診
券
の
再
交
付
申
請
を
。
■料
５００
円

■持
健
康
診
査
受
診
券（
オ
レ
ン
ジ
色
の

紙
）、
質
問
票（
質
問
が
記
載
し
て
あ
る

紙
）、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

口
座
振
替
で
国
民
健
康
保
険
料
の

支
払
い
を
希
望
す
る
方
へ

　
国
民
健
康
保
険
料
の
支
払
い
が
特
別

徴
収（
年
金
引
き
去
り
）と
な
っ
て
い
る

方
で
、
口
座
振
替
で
の
支
払
い
に
変
更

し
た
い
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
６

月
支
給
分
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
中
止

を
希
望
す
る
方
は
、
３
月
２９
日（
金
）ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
特
別
徴
収

に
な
る
前
ま
で
納
付
書
で
支
払
い
を
し

て
い
た
方
は
、
事
前
に
金
融
機
関
で
口

座
振
替
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■持
印
鑑
、
保
険
証
、
口
座
振
替
依
頼
書

本
人
控
え（
以
前
納
付
書
払
の
方
の
み
）

■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

交
通
事
故
の
と
き
は
必
ず
国
民

健
康
保
険
な
ど
に
届
け
出
を

　
国
民
健
康
保
険
や
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
交
通

事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
被
害
を
受
け
、

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
た
場
合
、
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
が
必
要
で
す
。

■問
保
険
年
金
課　
▽
給
付
係（
☎
２３１-
１

６
６
８
）　
▽
後
期
高
齢
者
医
療
係（
☎

２３１-

１
３
０
６
）、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
昭
和
２３
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常
生

活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護
保

険
被
保
険
者
証　
■申
介
護
保
険
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支

所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

  

相
　
談

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
３
月
７
日（
木
）午
前
９
時
３０
分
～
午

後
３
時
３０
分　
■所
勝
山
公
民
館　
■内
相

続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
成
年
後
見
に

関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予
約
不
要

▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士
会
下
関

支
部
事
務
局（
☎
２５６-

５
８
６
２
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
無
料
相
談
会

●
消
費
生
活
弁
護
士
相
談

■日
３
月
１
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

●
多
重
債
務
司
法
書
士
相
談

■日
３
月
１４
・
２8
日　
午
後
２
時
～
５
時

■定
各
６
人（
先
着
順
）

※
い
ず
れ
も
事
前
に
連
絡
を

■問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
２３１-

１
２
７
０
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
北
総
合
支
所

■日
３
月
１５
日（
金
）午
後

１
時
～
４
時　
■定
６
人

（
先
着
順
）　
■申
３
月
１

日
～
１５
日
に
、
電
話
で

豊
北
総
合
支
所（
☎
７8２-

１
９
１
７
）へ
。

●
市
民
相
談
所

■日
毎
週
月・木
曜
日
■定
１２
人（
先
着
順
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
も
、平
日（
午

前
８
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

お
知
ら
せ

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
の

年
度
末
日
曜
開
庁

　
３
月
は
住
所
変
更
な
ど
の
届
け
出
で

窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。
第
１
・
３
日
曜

日
に
加
え
て
、
３
月
３１
日（
日
）午
後
１

時
～
５
時
も
窓
口
業
務
を
行
い
ま
す
。

※
他
の
市
町
村
へ
確
認
が
必
要
な
場
合

な
ど
、
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務
あ
り

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３５-

９
２
２
６
）

上
下
水
道
局
の
年
度
末
窓
口

（
開
栓
、
閉
栓
、
料
金
支
払
）

■日
３
月
３０
・
３１
日　
午
前
８
時
３０
分
～

午
後
５
時

■問
上
下
水
道
局
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
課

�

（
☎
２３１-

３
１
１
７
）

休
館
・
休
場
の
お
知
ら
せ

●
唐
戸
市
場

■日
３
月
２７
日（
水
）

■問
市
場
管
理
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

●
市
民
会
館
の
臨
時
休
館
日

■日
▽
３
月
５
日（
火
）／
受
変
電
設
備
の

保
安
点
検　
▽
３
月
１４
日（
木
）／
消
防

設
備
保
守
点
検

■問
市
民
会
館（
☎
２３１-

６
４
０
１
）


